
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 グローバル Biz専門職大学 
設置者名 学校法人 深堀学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

グローバルビジ

ネス学部 

グローバルビジ

ネス学科 

夜 ・

通信 
113 ― ― 113 13 ― 

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/#qualification 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名  該当なし 

（困難である理由） 

 

  

https://gpu.ac.jp/#qualification


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 グローバル Biz専門職大学 
設置者名 学校法人 深堀学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/ 

https://www.cbc.ac.jp/img/r2_yakuin.pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 

（前職） 

ブラウンズウィックジ

ャパン株式会社 

元代表取締役 

令和 3 年 10

月 20日～令

和 7年 10月

19日 

国際企業社長とい

う視点から、グロー

バル人材として求

められる素養への

助言 

非常勤 

（現職） 

株式会社鉃鉱ビルディ

ング 

海外事業部長 

令和 3 年 10

月 20日～令

和 7年 10月

19日 

執行役員の経験を

活かし、学校法人に

おける管理運営機

能の強化への助言 

非常勤 

（現職） 

株式会社カトープレジ

ャーグループ 

代表取締役社長 

令和 3 年 10

月 20日～令

和 7年 10月

19日 

グローバル産業経

営者の視点から、実

践教育への助言 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpu.ac.jp/
https://www.cbc.ac.jp/img/r2_yakuin.pdf


  

 

○添付書類 

 

大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 

役職 氏名 会社名 任期 

理事長 深堀 和子 学校法人 深堀学園 平成 16年 11月 10日～ 

理事 深堀 雄一郎 学校法人 深堀学園 
令和 3 年 10 月 20 日～

令和 7年 10月 19日 

理事 平岩 賢志 
グローバル Biz 

専門職大学長 

令和 5年 4月 1日～ 

令和 7年 10月 19日 

理事（学外） 飯島 郁政 

ブラウンズウィック

ジャパン株式会社 

元代表取締役 

令和 3 年 10 月 20 日～

令和 7年 10月 19日 

理事（学外） 斎藤 佳則 

株式会社鉃鉱 

ビルディング 

海外事業部長 

令和 3 年 10 月 20 日～

令和 7年 10月 19日 

理事（学外） 加藤 宏明 

株式会社カトープレ

ジャーグループ 

代表取締役社長 

令和 3 年 10 月 20 日～

令和 7年 10月 19日 

（備考） 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 グローバル Biz専門職大学 

設置者名 学校法人 深堀学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 

（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

教育課程は「教育課程連携協議会」において、授業や授業計画書（シラバス）に

ついて検討する。同協議会は、学長が指名する以下の者によって構成される。 

● 教職員１名以上 

● 本学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者

１名以上 

● 地方公共団体地域の職員、事業者による団体の関係者の職員１名以上 

● 臨地実務実習（専門職大学設置基準第２９条第１項第４号に規定する臨地実務

実習。）先事業者１名以上 

同協議会の意見を踏まえ、科目担当教員が授業計画書（シラバス）を作成、ホー

ムぺージにおいて検索可能な形で公表することにより、透明性の確保に努めてい

る。 

 シラバスは、担当教員名、配当年次・学期、年間開講数、単位数、必修・選択の

別、授業の方法（講義・演習・実習）、授業の概要、到達目標、各回の授業計画、

テキスト・参考図書、成績評価の方法、履修の条件について記述する。 

授業計画書の公表方法 冊子『シラバス集』を配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

単位の認定・評価については、学則にて下記のように定める。 

 

【グローバル Biz 専門職大学学則より抜粋】 

（履修方法） 

第 30 条 履修する授業科目は毎学年所定の期間に履修登録を行わなければなら

ない。 

 

（単位の認定） 

第 31 条 授業科目を履修し、試験に合格した者には、その授業科目の修得を認定

し、所定 の単位を与える。（ただし、第 30 条に規定する授業科目については、

試験に代えて適切な方 法により学修の成果を評価して単位を授与することがで

きる。 

 

（成績の評価） 

第 36 条 授業科目の試験の成績は、S（90点～100点）、A（80点～89点）、B（70

点～79 点）、C（60 点～69 点）、D（59 点以下）の評語をもって表し、S、A、B、C

を合格とし、Dを不合格とする。 

２ 前項のほか、特別の必要があるときは、その他の評語をもって合格を表すこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

履修した科目の成績は、次の通り係数をあてがい、単位当たりの係数を GPA と

する。 

GPA判定 

    素点 評価 係数 内容 GPA 

判定 

合格 

100～90点 S 4 
特に優れた成績と認め

られる 

対象 

89～80点 A 3 
優れた成績と認められ

る 

79～70点 B 2 良い成績と認められる 

69～60点 C 1 
合格の成績と認められ

る 

不合格と認められる D 0 
合格と認められるに足

る成績を示さなかった 

無判定   

― F 0 
履修登録をしたが成績

を示さなかった 

― N ― 

履修登録後、所定の履

修中止手続きを取った

場合、中止出来ない相

当の理由がある場合 対象外 

― T ― 

留学や編入学などによ

り、修得単位と認定に

なった科目 

 

GPA計算式＝ 

（4×Sの修得単位）+（3×Aの修得単位数）+（2×Bの修得単位数）+（1×Cの修得単位数） 

総履修単位数（S+A+B+C+D+F） 

 
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

冊子『学習の手引』にて配布 

 

下記 HP内の P8にて公表 

https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/glo

biz_2208nsecchi_gakusoku.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz_2208nsecchi_gakusoku.pdf
https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz_2208nsecchi_gakusoku.pdf


  

 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

単位の認定・評価については、学則にて下記のように定める。 

 

【グローバル Biz 専門職大学学則より抜粋】 
 

（卒業） 

第 37 条 本学に４年（第 25 条第１項の規定により入学した者は、同条第２項の

規定により 定められた在学すべき年数）以上在学し、別表１に定める授業科目を

履修して、次に定める科目ごとの単位数及び卒業必要単位数以上を修得した者に

ついて、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

別表１ 

 
２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/diploma-policy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpu.ac.jp/diploma-policy/


  

 

 

○添付資料 

 

客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 
 

 

履修した科目の成績は、次の通り係数をあてがい、単位当たりの係数を GPAとする。 

GPA判定 

 素点 評価 係数 内容 GPA 

判定 

合格 

100～90点 S 4 
特に優れた成績と認めら

れる 

対象 

89～80点 A 3 優れた成績と認められる 

79～70点 B 2 良い成績と認められる 

69～60点 C 1 合格の成績と認められる 

不合格と認められる D 0 
合格と認められるに足る

成績を示さなかった 

無判定 ― 

F 0 
履修登録をしたが成績を

示さなかった 

N ― 

履修登録後、所定の履修

中止手続きを取った場

合、または中止できない

相当の理由がある場合 対象外 

T ― 

留学や編入学などによ

り、修得単位と認定にな

った科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 

学校名 グローバル Biz専門職大学 

設置者名 学校法人 深堀学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.cbc.ac.jp/img/2022gaigo.pdf 
収支計算書又は損益計算書 https://www.cbc.ac.jp/img/2022gaigo.pdf 
財産目録 https://www.cbc.ac.jp/img/2022gaigo.pdf 

事業報告書 
https://www.cbc.ac.jp/img/r3_jigyo-

houkoku.pdf 
監事による監査報告（書） https://www.cbc.ac.jp/img/2022gaigo.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：令和 5年度開学の大学であり、自己点検を済ませ次第 HPに公表予定 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 

学部等名 グローバルビジネス学部 

教育研究上の目的（公表方法：下記 HPにて公表 

https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz

_2208nsecchi_kihon.pdf） 

（概要） 

 本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、「理論に裏付けられ

た高度な実践力を重んじ、国際社会において真に活躍する人材の育成」という創立

理念の下、IT 知識と技能を有し、語学力と国際センスを備えた専門職の人材を養

成し、産業界において、その推進を支え、発展に貢献できることを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/diploma-policy/） 

（概要） 

 本学では、修学の成果と認定に係る基準として、卒業の認定に関する方針（デ

ィプロマ・ポリシー：ＤＰ）を定める。所定の単位を修得し、専門職人材として必

要とされる資質、能力を身に付けた学生に学位を授与する。 

1．ＤＰ 

修学の成果と認定に係る基準は、流通・物流・貿易分野での実務能力、すなわち

下記に示す分野での専門知識とこれを主体的に応用することのできる基盤となる

能力を身に付けていることである。 

2．ＤＰ-1 

社会人・職業人として明確な目標を持ち、基礎的な教養や異文化を理解する姿勢

を身につけている。 

3．ＤＰ-2-① 

グローバルビジネスの現場で、自らの提案や議論、交渉ができる英語運用能力の

基礎を身に付けている。 

4. ＤＰ-2-② 

企業経営に関する基礎知識を習得し、実習などを通して得た課題や問題点を発

見・解決ができる能力を備え、企業内のプロジェクトリーダーとして経営に貢献す

るための基礎を身に付けている。 

5. ＤＰ-2-③ 

流通・物流・貿易分野でビジネスをするために必要な専門知識やデジタル化、DX

に貢献するための IT技術、専門知識を習得し、実習を通じて理論・実務能力を体

得することにより、グローバルサプライチェーンの最適化を図り、物流効率を高め

る改善提案を行うための基盤となる能力を身に付けている。 

6. ＤＰ-3 

当該分野で多様なビジネス情報を利活用するための専門知識を習得し、それを

応用することにより、新事業の開拓・改善など時代や環境の変化を捉え対応してい

く能力を身に付けている。 

7. ＤＰ-4 

流通・物流・貿易分野での実務能力、すなわち職業専門職科目での専門知識とこれ

を主体的に応用することのできる基盤となる能力を身に付けている。 



  

 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：下記 HPにて公表 

 https://gpu.ac.jp/curriculum-policy/） 

（概要） 

本学がディプロマ・ポリシーとして掲げている「本学が人材育成に取り組む流

通・物流・貿易分野での実務能力、すなわち専門知識とこれを主体的に応用するこ

とのできる基盤となる能力を身に付ける」ために、教育課程編成・実施に関する方

針となるカリキュラム・ポリシー(ＣＰ)を下記のように設置している。 

1．ＣＰ（全体） 

流通・物流・貿易分野でビジネスを行う上での実務能力を発揮するために必要な

基盤となる専門知識、応用力を得られるカリキュラムとする。実習との往還によっ

て理論の体得を深める。理論、実習で学習した知識、経験をもとに、企業の現場で

実務実習することにより、学習内容の体得を深める。専門職人材としてグローバル

なビジネスを行う実践力と起業家マインドを磨き、時代と環境の変化に即応した

ビジネスを実践するために必要な基盤となる能力を得られる科目を配置する。実

習科目を中心として志向・態度を学び、発想力、創造力、イノベーション力を涵養

する科目を配置する。 

2．ＣＰ-1（基礎科目） 

社会人、職業人としての目標設定と自ら考え行動する能力を身に付ける。専門

分野のみにとらわれない幅広い知識を学び、基礎的な教養や異文化を理解する態

度を身に付ける。 

3．ＣＰ-2-1（国際コミュニケーション科目群） 

英語を総合的に学習し、グローバルな考え方や交渉術を習得することにより、グ

ローバルビジネスの現場で求められる英語運用能力を修得する。 

4．ＣＰ-2-2（専門基礎科目群） 

経営、経済、法律、マーケティング、プロジェクト管理などを学び、経営に貢献

するための基礎知識を習得する。そして、企業の経営課題を分析し、改善提案をで

きるようにするとともに、事業戦略立案手法を学び、事業化提案ができるような専

門知識を学ぶ。 

5．ＣＰ-2-3（専門基幹科目群） 

流通・物流・貿易に関する仕組みや業務知識などの専門知識、IT 技術を取り入れ

グローバルサプライチェーンの最適化を図るために必要な専門知識を習得する。 

6．ＣＰ-3（展開科目群） 

流通・物流・貿易分野に関連する他分野での創造的な役割を担うものとして、ビ

ジネス情報の利活用による新ビジネスの開拓・改善に寄与するための基盤となる

能力を身に付ける。 

7．ＣＰ-4（総合科目） 

理論、実習で学習した知識、経験をもとに、総纏めとして事業創生を実習し、主

体的に課題を発見・解決できる能力を養い、経営に貢献するための基礎を習得す

る。 

本学では、ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を得るために、グローバルビジ

ネスの現場において、対応できる実践的な語学力、専門的な業務を担うことのでき

る専門知識や技術の取得、現場レベルの改善・革新を牽引していくための理論習得

を基礎科目、職業専門科目、展開科目、総合科目の各科目群で体系的に学修してい

く。 



  

 

 
入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/biz_cms/wp-content/uploads/2023/ 

01/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%ABBiz_%E5%8B%

9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf） 

（概要） 

 本学の教育理念・方針に共感し、グローバルコミュニケーション力、事業推進

力とこれらを組み合わせた主体的な行動力を身につけ、社会人、職業人としてグロ

ーバルビジネスでの活躍を目指す人を求める。 

1．高等学校で履修した主要科目のうち、「英語」を通じて国際的なコミュニケー

ションの習得に必要な基礎的能力を身につけている。また「国語」または「日本

語」を読み、書く基礎能力およびコミュニケーション能力を身につけ、講義や実

習に必要な基礎能力を身につけている。(知識・技能) 

2．校内外での共同作業の経験を通し多様性を受け入れる価値観を持ち、積極的に

他者との協調や連携を持って課題に取り組むことができる。（主体性を持って多

様な人々と協働して学ぶ態度 ）  

3．グローバルな経済活動とデジタル技術の関係に興味を持ち、社会の課題解決の

ための知識やスキルを学習する意欲がある。（知識・技能） 

4．変化する社会の課題に関心を持ち、知識や情報収集し、解決策を多角的に考え

説明できる。（思考力・判断力，表現力等の能力） 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：下記 HP 内の P2に公表 

https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz_2208nsecc

hi_gakusoku.pdf 

 

  

https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz_2208nsecchi_gakusoku.pdf
https://www.dsecchi.mext.go.jp/2208nsecchi/pdf/globiz_2208nsecchi_gakusoku.pdf


  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

― 1 人 － 人 

グローバルビジネス学

部 
－ 

3 人 0 人 5 人 0 人 人 8人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

人 1 人 1 人 

（備考） 

本学は、教員の段階的採用を計画し設置認可申請し、認可を受けた。令和 5年は開学

年度となり、基本調査の指示する 5月 1日時点における上記の教員数は、申請通りの

教員数となる。 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/#superiority 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

グローバルビ

ジネス学部 98 人  3 人 3 ％ 392 人 3 人 

 

0.7 ％  ― 人  ― 人 

合計 98 人 3 人 3 ％ 392 人 3 人 0.7 ％ ― 人 ― 人 

（備考） 

本学は令和 4年 9 月 5日に設置認可を受け、10月より募集要項・パンフレット作成、

その後募集活動を行った。高校訪問したときには、高校での学校推薦の審査会議は終

了し、また大部分の受験生は既に受験校を決定していた。結果、十分な募集活動を行

うことができなかった。 

さらに大学の入学定員が 1.4 倍まで認可されたことにより、新規開設大学の本学は

強い影響を受け、一般選抜を実施しなかった。 

認可前の広報活動を控えたことも大きく影響した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpu.ac.jp/#superiority


  

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

教育課程は、年間 2回開催される「教育課程連携協議会」において、授業や授業計

画書（シラバス）について検討する。同協議会は、学長が指名する以下の者によって

構成される。 

● 教職員１名以上 

● 本学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者１名

以上 

● 地方公共団体地域の職員、事業者による団体の関係者の職員１名以上 

● 臨地実務実習（専門職大学設置基準第２９条第１項第４号に規定する臨地実務実

習。）先事業者１名以上 

同協議会の意見を踏まえ、科目担当教員が授業計画書（シラバス）を作成、ホーム

ぺージにおいて検索可能な形で公表することにより、透明性の確保に努めている。 

 シラバスは、担当教員名、配当年次・学期、年間開講数、単位数、必修・選択の別、

授業の方法（講義・演習・実習）、授業の概要、到達目標、各回の授業計画、テキス

ト・参考図書、成績評価の方法、履修の条件について記述する。 

 

 

 

新設大学のため該当者なし 



  

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

単位の認定・評価については、学則にて下記のように定める。 

 

【グローバル Biz 専門職大学学則より抜粋】 

（履修方法） 

第 30条 履修する授業科目は毎学年所定の期間に履修登録を行わなければならない。 

 

（単位の認定） 

第 31条 授業科目を履修し、試験に合格した者には、その授業科目の修得を認定し、

所定 の単位を与える。（ただし、第 30 条に規定する授業科目については、試験に代

えて適切な方 法により学修の成果を評価して単位を授与することができる。 

 

（成績の評価） 

第 36 条 授業科目の試験の成績は、S（90点～100点）、A（80点～89点）、B（70点

～79点）、C（60点～69点）、D（59点以下）の評語をもって表し、S、A、B、Cを合

格とし、Dを不合格とする。 

２ 前項のほか、特別の必要があるときは、その他の評語をもって合格を表すことが

できる。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

グローバルビジネ

ス学部 

グローバルビジネ

ス学科 
124単位 有・無 48 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：下記 HPにて公表 

https://gpu.ac.jp/#institution 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

グローバ

ルビジネ

ス学部 

グローバ

ルビジネ

ス学科 

1,150,000 円 200,000 円 ― 円  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

専任教員は担当する学生の履修面を中心に支援する。多様性に富む学生は、学業面

だけではなく、生活全般においてもケアの必要があると考え、複層的な相談体制を整

える。 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

キャリア支援に係る学内組織として学生部内にキャリアセンターを設置する。キ

ャリアセンターにはキャリアカウンセラー有資格者が常駐し、学生が常時進路相談

できる体制を整える。 

就職支援は、キャリアセンターが中心となって行う。具体的には、就職相談の実

施や企業情報の提供、学内企業ガイダンスの実施、就職先企業の開拓等を行うだけ

でなく、産業界の方々と学生の情報交流の場を積極的に提供し学生の職業観を醸成

し学生の就労意欲の向上を計る。また、学生の要望に応じて履歴書・エントリーシ

ートの指導や面接指導を行う。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

 心理面での課題には必要に応じ、臨床心理士を招聘しカウンセリングを実施、適

切なリファーを取れる体制を取る。また専任教員の介入を望まない学生や家族からの

個人的な相談に関しては学生部が対応するクロスオーバー相談体制を整える。 
 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：下記 HPにて公表 

          https://gpu.ac.jp 

 

 


